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衆
議
院
議
員
立
花

男
君
提
出
地
方
起
債
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
五
六
号 

 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
九
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 
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一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
立
花

男
君
提
出
地
方
起
債
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

本
年
度
地
方
債
の
起
債
の
枠
は
、
三
百
七
十
億
円
と
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
関
係
方
面
の
正
式
承
認
を
受
け
て
い
る
の
は
三

百
億
円
で
あ
つ
て
、
こ
の
範
囲
で
起
債
承
認
を
な
し
て
お
り
、
七
十
億
円
に
つ
い
て
は
関
係
方
面
の
承
認
を
う
る
よ
う
に
鋭

意
努
力
し
て
い
る
。 

未
承
認
額
に
つ
い
て
は
、
御
質
問
の
よ
う
な
事
情
で
承
認
が
遅
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




